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フォルシアの子会社であるエナップ シス エスエーエスによる 

当社株券に対する公開買付けの結果 

並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ 

 

フォルシア・エス・イー（Faurecia S.E.）の子会社であるエナップ シス エスエーエス（以下「公開買付

者」といいます。）が 2019 年１月 30 日から実施しておりました当社株式に対する公開買付け（以下「本公開

買付け」といいます。）が 2019 年２月 28 日をもって終了いたしましたので、以下のとおりお知らせいたしま

す。 

また、本公開買付けの結果、2019 年３月７日をもって、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が

発生する見込みとなりましたので、併せてお知らせいたします。 

 

１． 本公開買付けの結果について 

当社は、本日、公開買付者より、添付資料「クラリオン株式会社普通株式（証券コード 6796）に対する公開

買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けました。 

なお、本公開買付けに応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買付

けは成立しております。 

 

２． 親会社及び主要株主である筆頭株主の異動について 

（１）異動予定年月日 

2019年３月７日（本公開買付けの決済開始日） 

 

（２）異動に至った経緯 

公開買付者は、2019年１月29日に本公開買付けを行う旨を公表し、当社は、同日開催の取締役会において、

本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推奨す

る旨を決議いたしました。本公開買付けは、2019 年１月 30 日から 2019 年２月 28 日まで実施されましたが、

当社は、公開買付者より、本公開買付けにおいて当社株式 53,699,041株の応募があり、その全てを取得するこ

ととなった旨の報告を受けました。 



2 

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2019 年３月７日（本公開買付けの決済開始日）付で、

当社の総株主等の議決権に対する公開買付者の所有する議決権の割合が過半数を超えることとなるため、公開

買付者は新たに当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなります。 

また、当社は、株式会社日立製作所（以下「日立製作所」といいます。）から、その所有する当社株式

35,963,034 株の全てについて本公開買付けに応募した旨の連絡を受けており、その結果、日立製作所は、2019

年３月７日付で、当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなります。 

 

（３）異動する株主の概要 

① 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる株主の概要 

（1） 名 称 エナップ シス エスエーエス（Hennape Six SAS） 

（2） 所 在 地 23-27 avenue des Champs Pierreux, 92000 Nanterre, France 

（3） 代表者の役職・氏名 プレジデント：ノルウェン・ドゥロネイ（ President: Nolwenn 

Delaunay） 

（4） 事 業 内 容 株式等の取得と管理 

（5） 資 本 金 10,000ユーロ（1,261 千円）（注） 

（6） 設 立 年 月 日 2016年 12月 22 日 

（7） 大株主及び持株比率 フォルシア・エス・イー（Faurecia S.E.） 100％ 

（8） 当社と当該株主との関係 

資 本 関 係 該当事項はありません。 

人 的 関 係 該当事項はありません。 

取 引 関 係 該当事項はありません。 

（注） 2019 年２月 28 日現在の株式会社三井住友銀行の為替レートの仲値である１ユーロ 126 円 13 銭の為

替レートで換算しております。 

 

② 親会社及び主要株主である筆頭株主に該当しないこととなる株主の概要 

（1） 名 称 株式会社日立製作所 

（2） 所 在 地 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 

（3） 代表者の役職・氏名 代表執行役 執行役社長兼 CEO：東原 敏昭 

（4） 事 業 内 容 電気機械器具製造業 

（5） 資 本 金 458,790百万円 

（6） 設 立 年 月 日 1920年 2月 1日 

(7) 親 会 社 株 主 持 分 3,278,024百万円（2018年 3 月 31日現在） 

(8) 総 資 産 ( 連 結 ) 10,106,603百万円（2018年 3月 31日現在） 

（9） 大株主及び持株比率 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 6.75% 

 （2018 年 9 月 30 日現在） 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 6.28% 

  日立グループ社員持株会 2.09% 

  日本生命保険相互会社 1.93% 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 5) 1.88% 

  ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリー

ティー 505234 

1.70% 

  ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 

505001 

1.62% 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 9) 1.60% 

  日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口 7) 1.49% 

  第一生命保険株式会社 1.48% 

（10） 当社と当該株主との関係 

資 本 関 係 日立製作所は、本日現在、当社株式 35,963,034 株（所有割合（注）：

63.81％）を所有しております。但し、その所有する全ての当社株式につ

いて本公開買付けに応募しております。 

人 的 関 係 当社の取締役１名が、日立製作所の子会社の取締役を兼務しておりま
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す。なお、当社役員 13 名のうち、５名が日立製作所及び日立製作所の子

会社の出身者であり、１名が過去に日立製作所の子会社の役職員を兼務

しておりました。 

また、2018 年 3 月 31 日現在、日立製作所及びその子会社から当社に 66

名の従業員が出向しており、当社から日立製作所及びその子会社に 34 名

の従業員等が出向しております。 

取 引 関 係 当社は、日立製作所との間で、部品等の購入並びに日立グループ・プー

リング制度による資金の預入及び借入を行っております。 

（注） 「所有割合」とは、当社が 2019 年２月 12 日に公表した第 79 期第３四半期報告書（以下「当社第３

四半期報告書」といいます。）に記載された 2018 年 12 月 31 日現在の発行済株式総数（56,548,837

株）から同日現在の自己株式数（187,560株）を控除した株式数（56,361,277株）に対する割合（小

数点以下第三位を四捨五入）をいいます。 

 

（４）異動前後における当該株主の所有する議決権の数及び所有割合 

① エナップ シス エスエーエス 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 － － － － － 

異動後 

親会社及び 

主要株主である 

筆頭株主 

536,990個 

（95.28％） 
－ 

536,990個 

（95.28％） 
第１位 

 

② 株式会社日立製作所 

 属性 
議決権の数（議決権所有割合） 

大株主順位 
直接所有分 合算対象分 合計 

異動前 

親会社及び 

主要株主である 

筆頭株主 

359,630個 

（63.81％） 
－ 

359,630個 

（63.81％） 
第１位 

異動後 － － － － － 

（注） 本公開買付けにおいては、単元未満株式についても本公開買付けの対象としていたため、「議決権

所有割合」の計算においては、当社第３四半期報告書に記載された 2018 年 12 月 31 日現在の発行済

株式総数（56,548,837株）から同日現在の自己株式数（187,560株）を控除した株式数（56,361,277

株）に係る議決権の数（563,612 個）を分母として計算（小数点以下第三位を四捨五入）しておりま

す。 

 

（５）開示対象となる非上場の親会社等の変更の有無等 

今回の異動により、公開買付者は当社の非上場の親会社等として開示対象となります。 

 

３． 今後の見通し 

上記のとおり、本公開買付けにおいて当社株式 53,699,041株の応募があったものの、公開買付者は、本公開

買付けにより、当社株式の全てを取得できなかったことから、2019 年１月 29 日付「フォルシアの子会社であ

るエナップ シス エスエーエスによる当社株券に対する公開買付けに関する意見表明のお知らせ」の「３．本

公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由」の「（５）いわゆる二段階買収に関する事項」に記載の一連
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の手続に従って、当社株式の全て（但し、公開買付者が所有する当社株式及び当社が所有する自己株式を除き

ます。）を取得することを予定しているとのことです。 

その結果、当社株式は株式会社東京証券取引所（以下「東京証券取引所」といいます。）の上場廃止基準に

従い、所定の手続を経て上場廃止となる予定です。上場廃止後は、当社株式を東京証券取引所において取引す

ることはできません。 

今後の具体的な手続及び実施時期等については、公開買付者と協議の上、決定次第速やかに公表いたしま

す。 

 

以上 

（添付資料） 

公開買付者が本日公表した「クラリオン株式会社普通株式（証券コード 6796）に対する公開買付けの結果

に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 


